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　十和田市官庁街通りは、４月下旬から５月上旬にかけてピンク色に染
まった桜と緑の松が見事なコントラストで彩り、訪れる多くの観光客の
目を楽しませます。官庁街通りの一角にある十和田市現代美術館では、
中庭に設置してある「フラワー・ホース」も桜の鮮やかさに魅せられ、
桜の木に掴み掛らんばかりの様子を見せています。

市民憲章（平成19年11月30日制定）

市民憲章 
　わたしたちは、四季を織りなす十和田湖・奥入瀬・八甲田の豊かな自然につつまれ、
先人から受け継いだ開拓精神にはぐくまれた十和田市民です。
　わたしたちは、このまちに生きることに誇りと責任をもち、未来に羽ばたくまちを
つくるため、ここに市民憲章を掲げます。
１、永遠（とわ）に輝く自然をいつくしみ、水と緑の美しいまちをつくります。
１、わがふるさとを愛し、文化の香り高いまちをつくります。
１、誰もが健康で思いやりにあふれ、安心して暮らせるまちをつくります。
１、仕事に誇りをもち、活力のあるまちをつくります。 

市の花・木（平成19年11月30日制定）

市の木「もみじ」　　　　　　　　 　　　　市の花「さくら」


